
 

 

大阪市条例第36号 

 

大阪市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例 

 

大阪市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年大阪

市条例第19号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（基準該当通所支援に関する基準） 

第３条 法第21条の５の４第１項第２号の条

例で定める事項は、児童福祉法に基づく指

定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準（平成24年厚生労働省令第15

号。以下「指定通所支援基準」という。）第

54条の６から第54条の12まで及び第71条の

３から第71条の６まで並びに附則並びに児

童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する内閣府令（令和６年内閣府令第

５号。以下「令和６年改正府令」という。）

附則第６条に定めるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基準該当通所支援に関する基準） 

第３条 法第21条の５の４第１項第２号の条

例で定める事項は、児童福祉法に基づく指

定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準（平成24年厚生労働省令第15

号。以下「指定通所支援基準」という。）第

54条の６から第54条の12まで及び第71条の

３から第71条の６まで並びに附則並びに障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等の一部を改正する省令（令和３

年厚生労働省令第10号。以下「令和３年改

正省令」という。）附則第３条及び第４条（こ

れらの規定のうち指定通所支援基準に係る

部分に限る。以下同じ。）、児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令（令和４年厚生労働省令第159号。

以下「令和４年改正省令第159号」という。）

附則第２条（指定通所支援基準に係る部分

に限る。以下同じ。）並びに児童福祉施設の

 



 

 

 

 

 

 

（法第21条の５の15第３項第１号の条例で定

める者等） 

第４条 法第21条の５の15第３項第１号（法

第21条の５の16第４項において準用する場

合を含む。）の条例で定める者は、法人であ

る者とする。ただし、児童発達支援（病院

又は診療所により行われるものに限る。）に

係る指定の申請又は指定の更新の申請につ

いては、この限りでない。 

（共生型障害児通所支援の事業の人員、設備

及び運営に関する基準） 

第４条の２ 法第21条の５の17第１項第１号

の条例で定める基準及び同項第２号の条例

で定める指定通所支援の事業の設備及び運

営に関する基準は、指定通所支援基準第54

条の２から第54条の５まで及び第71条の２

並びに令和６年改正府令附則第６条に定め

るところによる。 

 

 

（指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準） 

第５条 法第21条の５の19第１項の条例で定

める基準及び同条第２項の条例で定める指

定通所支援の事業の設備及び運営に関する

基準は、指定通所支援基準（第54条の２か

ら第54条の12まで及び第71条の２から第71

設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令（令和４年厚生労働省令第175号。

以下「令和４年改正省令第175号」という。）

附則第３条に定めるとおりとする。 

（法第21条の５の15第３項第１号の条例で定

める者等） 

第４条 法第21条の５の15第３項第１号（法

第21条の５の16第４項において準用する場

合を含む。）の条例で定める者は、法人であ

る者とする。ただし、医療型児童発達支援

（病院又は診療所により行われるものに限

る。）に係る指定の申請又は指定の更新の申

請については、この限りでない。 

（共生型障害児通所支援の事業の人員、設備

及び運営に関する基準） 

第４条の２ 法第21条の５の17第１項第１号

の条例で定める基準及び同項第２号の条例

で定める指定通所支援の事業の設備及び運

営に関する基準は、指定通所支援基準第54

条の２から第54条の５まで及び第71条の２

並びに令和３年改正省令附則第３条及び第

４条、令和４年改正省令第159号附則第２条

並びに令和４年改正省令第175号附則第３

条に定めるところによる。 

（指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準） 

第５条 法第21条の５の19第１項の条例で定

める基準及び同条第２項の条例で定める指

定通所支援の事業の設備及び運営に関する

基準は、指定通所支援基準（第54条の２か

ら第54条の12まで及び第71条の２から第71

 

 



 

 

条の６までを除く。）及び令和６年改正府令

附則第２条から第６条までに定めるところ

による。 

条の６までを除く。）並びに令和３年改正省

令附則第３条及び第４条、令和４年改正省

令第159号附則第２条並びに令和４年改正

省令第175号附則第３条に定めるところに

よる。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


